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(57)【要約】
【課題】水平方向清掃性と、垂直方向清掃性とに優れる
清掃具用の清掃ヘッドを提供すること。
【解決手段】清掃ヘッド３と、清掃ヘッド３に回転可能
に取り付けられているヘッド回転部材５とを備えている
清掃具３用の清掃ヘッド１であって、清掃ヘッド３が、
平面方向Ｐ及び厚さ方向Ｔを備えている板状の形状を有
するとともに、平面方向Ｐに沿う方向に延びている清掃
面１１１と、平面方向Ｐに沿う方向に延びているヘッド
回転軸ＲＡ1を備えているヘッド回転部材連結部１１７
とを備えており、清掃ヘッド３が、ヘッド回転軸ＲＡ1

を通り且つ厚さ方向Ｔに延びている仮想面ＩＳにより、
第１ヘッド領域１１９と、第２ヘッド領域１２１とに区
画され、清掃ヘッド３が、その重心を、第１ヘッド領域
１１９に有することを特徴とする清掃ヘッド３。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃ヘッドと、前記清掃ヘッドに回転可能に取り付けられているヘッド回転部材とを備
えている清掃具用の清掃ヘッドであって、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、前記清掃ヘッド。
【請求項２】
　前記清掃ヘッドが、前記清掃面として、前記ヘッド回転軸を間に挟んで、お互いに対向
する第１清掃面及び第２清掃面とを備えている、請求項１に記載の清掃ヘッド。
【請求項３】
　前記清掃ヘッドが、第１ヘッド領域におもりを備えることにより、前記清掃ヘッドの重
心を、第１ヘッド領域に有する、請求項１又は２に記載の清掃ヘッド。
【請求項４】
　前記おもりが、前記ヘッド回転軸と離間して且つ前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びて
いる、請求項３に記載の清掃ヘッド。
【請求項５】
　前記清掃ヘッドが、清掃シートを保持できるように構成されており、
　前記清掃ヘッドが、前記清掃シートの一方の端部及び他方の端部の少なくとも一方を挟
持する、第１挟持部分と、第２挟持部分とを有する挟持部であって、展開形態及び閉鎖形
態をとることができるように構成されているものを備えており、
　第１挟持部分及び第２挟持部分が、前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている挟持部回
転軸を有する回転端であって、第１ヘッド領域よりに配置されているものにより回転可能
に連結されているとともに、前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている開閉端であって、
第２ヘッド領域よりに配置されているものにより開閉可能に連結されている、
　請求項３又は４に記載の清掃ヘッド。
【請求項６】
　前記ヘッド回転部材連結部及び前記おもりが、第１挟持部分に配置されている、請求項
５に記載の清掃ヘッド。
【請求項７】
　前記清掃ヘッドが、前記厚さ方向の中心に配置された厚さ方向中心仮想面をさらに備え
、前記おもりが、前記厚さ方向中心仮想面と交差するように配置されている、請求項３～
６のいずれか一項に記載の清掃ヘッド。
【請求項８】
　清掃ヘッドと、ヘッド回転部材と、清掃具用柄とを備えている清掃具であって、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有し、
　前記ヘッド回転部材が、前記ヘッド回転部材連結部を介して前記清掃ヘッドに回転可能
に連結されており、
　前記清掃具用柄が、前記ヘッド回転部材に連結されている、
　ことを特徴とする、前記清掃具。
【請求項９】
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　前記清掃具が、前記清掃ヘッドが前記ヘッド回転軸を中心に自由回転することを抑制す
るための回転抑制部材をさらに備えている、請求項８に記載の清掃具。
【請求項１０】
　前記回転抑制部材が、前記ヘッド回転部材連結部に配置されたグリースである、請求項
９に記載の清掃具。
【請求項１１】
　前記ヘッド回転部材が、単一の平面であるヘッド回転部材仮想面上に配置されている、
請求項８～１０のいずれか一項に記載の清掃具。
【請求項１２】
　前記清掃具が、前記清掃ヘッド及びヘッド回転部材を、前記清掃ヘッドの平面方向と、
前記ヘッド回転部材仮想面とが一致するように固定できるように構成されている、請求項
１１に記載の清掃具。
【請求項１３】
　清掃シートの、前記清掃シートを保持可能な清掃ヘッドを備える清掃具への使用であっ
て、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、前記使用。
【請求項１４】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の清掃ヘッド用又は請求項８～１２のいずれか一項
に記載の清掃具用の清掃シートであって、
　前記清掃ヘッドが、前記清掃シートを保持可能なように構成されており、
　前記清掃シートが、前記清掃ヘッドに保持されるように構成されている、
　前記清掃シート。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、清掃具用の清掃ヘッド、上記清掃ヘッドを備える清掃具、清掃シートの、上
記清掃具への使用、及び上記清掃具用の清掃シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　清掃シートを清掃ヘッドに取り付けるタイプの清掃具が知られている。
　例えば、特許文献１には、清掃シートを挟み込むスリットが形成された本体と、前記本
体が回動自在に支承された略コ字状に形成された支持アームと、前記支持アームの端部が
自在継手を介して連結されたハンドルと、が備えられていることを特徴とする清掃用具が
開示されている。
【０００３】
　特許文献１の図１に記載される清掃用具Ａは、特許文献１の段落［００１４］に記載さ
れるように、清掃シートＳを挟み込むスリットが形成された本体１と、前記本体が回動自
在に支承された略コ字状に形成された支持アーム２と、前記支持アーム２の端部が自在継
手３を介して連結されたハンドル４と、から構成されている。また、ハンドル４の上端部
には、持ち易いように、取っ手５が装着されている。
【０００４】
　特許文献１に記載の清掃用具Ａでは、特許文献１の段落［００２２］及び図８に示され
るように、床などの広い面を拭く場合には、広い払拭面を持つ下カバー体２２を下方に向
けて掃除を行うものである。
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　また、特許文献１に記載の清掃用具Ａは、特許文献１の段落［００２４］及び図９に示
されるように、本体１を９０度回転させて横面を使用して掃除ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３１５２６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の清掃用具Ａでは、本体１を、本体１（支持アーム２）の回転軸を通
り、清掃面（上カバー体２１及び下カバー体２２の表面）と直交する直交方向に延びる直
交面により、２つの本体部分、すなわち、第１本体部分及び第２本体部分に区画した場合
に、第１本体部分と、第２本体部分との質量に差違を設けていない（すなわち、本体１の
重心が回転軸上に存在する）ため、支持アーム２を持ち上げた場合に、本体１が、図９に
示されるように起立させやすいものではなく、垂直面を清掃しやすいものではなかった。
　従って、本開示は、水平方向清掃性と、垂直方向清掃性とに優れる清掃具用の清掃ヘッ
ドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示者らは、清掃ヘッドと、上記清掃ヘッドに回転可能に取り付けられているヘッド
回転部材とを備えている清掃具用の清掃ヘッドであって、上記清掃ヘッドが、平面方向及
び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、上記平面方向に沿う方向に延びて
いる清掃面と、上記平面方向に沿う方向に延びているヘッド回転軸を備えているヘッド回
転部材連結部とを備えており、上記清掃ヘッドが、上記ヘッド回転軸を通り且つ上記厚さ
方向に延びている仮想面により、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、上記
清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有することを特徴とする清掃ヘッドを見出
した。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示の清掃具用の清掃ヘッドは、水平方向清掃性と、垂直方向清掃性とに優れる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１実施形態に従う清掃具１の斜視図である。
【図２】図２は、清掃ヘッド３の斜視図である。
【図３】図３は、狭空間清掃形態における清掃具１の正面図である。
【図４】図４は、狭空間清掃形態における清掃具１の背面図である。
【図５】図５は、展開形態における清掃ヘッド３の第１内面１２９及び第２内面１３９側
の展開図である。
【図６】図６は、清掃ヘッド３の、図５のＶＩ－ＶＩ断面における断面図である。
【図７】図７は、展開形態における清掃ヘッド３の第１外面１２７及び第２外面１３７側
の展開図である。
【図８】図８は、ブラケット５の斜視図である。
【図９】図９は、清掃シート３１を清掃ヘッド３に取り付ける方法を説明するための図で
ある。
【図１０】図１０は、清掃シート３１を清掃ヘッド３に取り付ける方法を説明するための
図である。
【図１１】図１１は、清掃シート３１を清掃ヘッド３に取り付ける方法を説明するための
図である。
【図１２】図１２は、清掃具１の広空間清掃形態を説明するための図である。
【図１３】図１３は、狭空間清掃形態における清掃具１を説明するための図である。



(5) JP 2020-75059 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

【図１４】図１４は、第２実施形態に従う清掃具１の斜視図である。
【図１５】図１５は、清掃具１の、図１４のＸＶ－ＸＶ断面における断面図である。
【図１６】図１６は、第３実施形態に従う清掃具１を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［定義］
・「狭空間」及び「広空間」
　本明細書では、狭い空間を「狭空間」と称し、狭空間の中で、垂直方向に沿う方向に延
びており且つ水平方向に沿う方向に狭い空間を「垂直方向狭空間」と称し、そして水平方
向に沿う方向に延びており且つ垂直方向に沿う方向に狭い空間を「水平方向狭空間」と称
する場合がある。また、狭空間を構成する面を「被清掃面」と称する場合があり、そして
異なる方向に延在する２つの被清掃面が交差する部分を「隅部」と称する場合がある。
　なお、上記被清掃面としては、例えば、壁、床面、家具の頂面、側面及び底面、電化製
品の頂面、側面及び底面等が挙げられる。
　また、本明細書では、広い空間を「広空間」と称する場合がある。
【００１１】
・対象物に関する「所定の方向に沿う」
　本明細書では、対象物に関して「所定の方向に沿う」とは、対象物が、所定の方向と直
交する直交方向よりも、所定の方向に近い方向に延びていることを意味し、そして具体的
には、対象物が、所定の方向と、好ましくは４５°未満、より好ましくは３０°以下、さ
らに好ましくは２０°以下、そしてさらにいっそう好ましくは５°以下の交差角を有する
ように延びていることを意味する。
　なお、本明細書では、交差角が５°以下である場合に、「所定の方向と平行」と称する
場合がある。
【００１２】
　上記所定の方向としては、例えば、水平方向、垂直方向、平面方向、長手方向、短手方
向、厚さ方向等が挙げられる。
　例えば、対象物である被清掃面が、「垂直方向に沿う」とは、被清掃面が、垂直方向と
、好ましくは４５°未満、より好ましくは３０°以下、さらに好ましくは２０°以下、そ
してさらにいっそう好ましくは５°以下の交差角を有するように延びていることを意味す
る。
【００１３】
・対象物に関する「所定の線に沿う」
　本明細書では、対象物に関して「所定の線に沿う」とは、対象物が、所定の線と直交す
る直交方向よりも、所定の線に近い方向に延びていることを意味し、そして具体的には、
対象物が、所定の線と、好ましくは４５°未満、より好ましくは３０°以下、さらに好ま
しくは２０°以下、そしてさらにいっそう好ましくは５°以下の交差角を有するように延
びていることを意味する。
　なお、本明細書では、交差角が５°以下である場合に、「所定の線と平行」と称する場
合がある。
【００１４】
　上記所定の線としては、例えば、軸、例えば、ヘッド回転軸、挟持部回転軸、柄回転軸
等が挙げられる。
　例えば、対象物であるおもりが、「ヘッド回転軸に沿う」とは、おもりが、ヘッド回転
軸と、好ましくは４５°未満、より好ましくは３０°以下、さらに好ましくは２０°以下
、そしてさらにいっそう好ましくは５°以下の交差角を有するように延びていることを意
味する。
【００１５】
・「水平方向清掃性」及び「垂直方向清掃性」
　本明細書では、「水平方向清掃性」は、水平方向に沿う方向に延びている被清掃面の清
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掃性を意味し、「垂直方向清掃性」は、垂直方向に沿う方向に延びている被清掃面の清掃
性を意味する。
・「狭空間清掃性」
　本明細書では、「狭空間清掃性」は、狭空間を構成する被清掃面の清掃性を意味する。
また、本明細書では、垂直方向狭空間及び水平方向狭空間を構成する被清掃面の清掃性を
、それぞれ、「垂直方向狭空間清掃性」及び「水平方向狭空間清掃性」と称する。
・「清掃面切替性」
　本明細書では、「清掃面切替性」は、清掃面（第１清掃面から第２清掃面へ、又は第２
清掃面から第１清掃面へ）の切替性を意味する。
【００１６】
・清掃具に関する「狭空間清掃形態」、「広空間清掃形態」
　本明細書では、清掃具に関する「狭空間清掃形態」は、清掃具を用いて狭空間を清掃す
るための形態で有り、清掃ヘッド、ヘッド回転部材（特に、ブラケット）及び清掃具用柄
を、清掃ヘッドの平面方向、ヘッド回転部材仮想面（特に、ブラケット仮想面）及び柄軸
が、平行になる(好ましくは、同一平面上に存在する）ように保持した形態を意味する。
なお、清掃ヘッド及びヘッド回転部材（特に、ブラケット）を、清掃ヘッドの平面方向及
びヘッド回転部材仮想面（特に、ブラケット仮想面）が、平行になる(好ましくは、同一
平面上に存在する）ように保持することを、清掃ヘッドの平面方向及びヘッド回転部材（
特に、ブラケット）のヘッド回転部材仮想面（特に、ブラケット仮想面）を一致させると
称する場合がある。
　なお、本明細書では、清掃ヘッドの平面方向、ヘッド回転部材仮想面及び／又は柄軸に
関する平行は、それらの交差角が１０°以下、好ましくは５°以下、そしてさらに好まし
くは０°であることを意味する。
【００１７】
　本明細書では、清掃具に関する「広空間清掃形態」は、清掃ヘッドの平面方向を、ヘッ
ド回転部材（特に、ブラケット）のヘッド回転部材仮想面（特に、ブラケット仮想面）と
交差するように保持した形態を意味するものとする。
　なお、上記定義は、清掃具を用いて狭空間及び広空間を清掃する際の典型的な形態を意
味するものであり、清掃具を用いた清掃の形態を限定するものではない。
【００１８】
・挟持部に関する「閉鎖形態」及び「展開形態」
　本明細書では、挟持部に関する「閉鎖形態」は、清掃ヘッドが挟持部を備えている場合
に、挟持部が閉じている形態を意味する。また、挟持部が、回転端及び開閉端を有する、
第１挟持部分及び第２挟持部分を備えている場合には、挟持部に関する「閉鎖形態」は、
開閉端が閉じている形態を意味する。
　本明細書では、挟持部に関する「展開形態」は、清掃ヘッドが挟持部を備えている場合
に、挟持部が開いている形態を意味する。また、挟持部が、回転端及び開閉端を有する、
第１挟持部分及び第２挟持部分を備えている場合には、挟持部に関する「展開形態」は、
開閉端が閉じていない形態、特に、第１挟持部分の開閉端を構成する部分と、第２挟持部
分の開閉端を構成する部分とが最も遠い位置に存在する形態を意味する。
　なお、閉鎖形態及び展開形態ともに、挟持部は、清掃シートを挟持していてもよく、そ
して清掃シートを挟持していなくともよい。
【００１９】
・清掃ヘッドに関する「起立」
　本明細書では、清掃ヘッドに関する起立は、清掃ヘッドが、その平面方向が水平方向に
沿う方向に延びている状態から、その平面方向が垂直方向に沿う方向に延びている状態に
清掃ヘッドを回転させることを意味する。例えば、清掃ヘッドを持ち上げ、その平面方向
が水平方向に沿う方向に延びている状態から、その平面方向が垂直方向に沿う方向に延び
ている状態に回転させ、清掃ヘッドを起立させることができる。
【００２０】
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・「内方」及び「外方」
　本明細書では、「内方」及び「外方」は、それぞれ、所定の線、例えば、中心線（例え
ば、長手方向中心線、短手方向中心線、厚さ方向中心線等）、軸（例えば、回転軸、例え
ば、ヘッド回転軸、挟持部回転軸、柄回転軸、柄軸等）等を有する対象物において、所定
の線に近づく方向及び軸から遠ざかる方向を意味する。例えば、長手方向の内方とは、長
手方向のうち、短手方向に延びている長手方向中心線に近づく方向を意味する。
【００２１】
・「内方の位置」及び「外方の位置」
　また、本明細書では、一方が、他方より「内方の位置」に配置されていることは、一方
が、他方よりも、対象となる所定の線に近い位置に配置されていることを意味し、そして
一方が、他方より「外方の位置」に配置されていることは、一方が、他方よりも、対象と
なる所定の線に遠い位置に配置されていることを意味する。
【００２２】
　具体的には、本開示は以下の態様に関する。
［態様１］
　清掃ヘッドと、上記清掃ヘッドに回転可能に取り付けられているヘッド回転部材とを備
えている清掃具用の清掃ヘッドであって、
　上記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
上記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、上記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　上記清掃ヘッドが、上記ヘッド回転軸を通り且つ上記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　上記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、上記清掃ヘッド。
【００２３】
　上記清掃ヘッドは、その重心を、第１ヘッド領域に有するため、使用者が、清掃ヘッド
を含む清掃具を持ち上げた際に、第１ヘッド領域が下方に移動し、そして第２ヘッド領域
が上方に移動しやすくなる、すなわち、清掃ヘッドが起立しやすくなるため、上記清掃ヘ
ッドが、水平方向清掃性に優れることに加え、垂直方向清掃性に優れる。
　また、上記清掃ヘッドは、使用者が、清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃
ヘッドが起立しやすくなるため、垂直方向狭空間清掃性に優れる。
【００２４】
［態様２］
　上記清掃ヘッドが、上記清掃面として、上記ヘッド回転軸を間に挟んで、お互いに対向
する第１清掃面及び第２清掃面とを備えている、態様１に記載の清掃ヘッド。
【００２５】
　上記清掃ヘッドは、所定の第１清掃面及び第２清掃面とを備えているので、使用者が、
清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが起立し、垂直方向狭空間を構成
する、向かい合う２つの被清掃面を一度に清掃することができ、垂直方向狭空間清掃性に
優れる。
　また、上記清掃ヘッドは、所定の第１清掃面及び第２清掃面とを備えているので、使用
者が、清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが起立しやすくなるため、
清掃面切替性に優れる。
【００２６】
［態様３］
　上記清掃ヘッドが、第１ヘッド領域におもりを備えることにより、上記清掃ヘッドの重
心を、第１ヘッド領域に有する、態様１又は２に記載の清掃ヘッド。
【００２７】
　上記清掃ヘッドは、第１ヘッド領域におもりを備えることにより、清掃ヘッドの重心を
第１ヘッド領域に有するので、清掃ヘッドそのものの構成（例えば、清掃ヘッドの外面を
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構成する軟質部材、清掃ヘッドの内部を構成する硬質部材等）により清掃ヘッドの重心を
調整する必要がなくなり、清掃ヘッドの構造を単純化することができる。
【００２８】
［態様４］
　上記おもりが、上記ヘッド回転軸と離間して且つ上記ヘッド回転軸に沿う方向に延びて
いる、態様３に記載の清掃ヘッド。
　上記清掃ヘッドは、所定の方向に配置されたおもりを備えているので、使用者が、清掃
ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが起立しやすくなり、清掃ヘッドが、
垂直方向清掃性に優れる。
【００２９】
［態様５］
　上記清掃ヘッドが、清掃シートを保持できるように構成されており、
　上記清掃ヘッドが、上記清掃シートの一方の端部及び他方の端部の少なくとも一方を挟
持する、第１挟持部分と、第２挟持部分とを有する挟持部であって、展開形態及び閉鎖形
態をとることができるように構成されているものを備えており、
　第１挟持部分及び第２挟持部分が、上記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている挟持部回
転軸を有する回転端であって、第１ヘッド領域よりに配置されているものにより回転可能
に連結されているとともに、上記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている開閉端であって、
第２ヘッド領域よりに配置されているものにより開閉可能に連結されている、
　態様３又は４に記載の清掃ヘッド。
【００３０】
　上記清掃ヘッドでは、第１挟持部分及び第２挟持部分が、所定の回転端と、所定の開閉
端により連結されているので、使用者が、上記清掃ヘッドが取り付けられた清掃具を持ち
上げた際に、清掃ヘッドが、開閉端が上方を向くように起立し、使用者が、清掃シートを
外しやすくなる。また、使用者が、上記清掃ヘッドが取り付けられた清掃具を持ち上げた
際に、清掃ヘッドが、回転端が下方を向くように起立するので、清掃ヘッドの回転端の部
分に相当する、清掃ヘッドの側面が、垂直方向狭空間の隅部の清掃性に優れる。
【００３１】
［態様６］
　上記ヘッド回転部材連結部及び上記おもりが、第１挟持部分に配置されている、態様５
に記載の清掃ヘッド。
【００３２】
　上記清掃ヘッドでは、ヘッド回転部材連結部及びおもりが、第１挟持部分に配置されて
いるため、清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが起立しやすくなり、
垂直方向清掃性に優れるとともに、清掃具の使用者が、清掃具に重さを感じにくい。
【００３３】
［態様７］
　上記清掃ヘッドが、上記厚さ方向の中心に配置された厚さ方向中心仮想面をさらに備え
、上記おもりが、上記厚さ方向中心仮想面と交差するように配置されている、態様３～６
のいずれか一項に記載の清掃ヘッド。
【００３４】
　上記清掃ヘッドでは、おもりが厚さ方向中心仮想面上に存在するので、使用者が、清掃
ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが垂直方向に沿う方向に延びているよ
うに起立しやすくなる（清掃ヘッドが傾きにくい）ので、垂直方向清掃性、及び清掃面切
替性に優れる。
【００３５】
［態様８］
　清掃ヘッドと、ヘッド回転部材と、清掃具用柄とを備えている清掃具であって、
　上記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
上記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、上記平面方向に沿う方向に延びているヘ
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ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　上記清掃ヘッドが、上記ヘッド回転軸を通り且つ上記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　上記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有し、
　上記ヘッド回転部材が、上記ヘッド回転部材連結部を介して上記清掃ヘッドに回転可能
に連結されており、
　上記清掃具用柄が、上記ヘッド回転部材に連結されている、
　ことを特徴とする、上記清掃具。
　上記清掃具は、態様１と同様の効果を有する。
【００３６】
［態様９］
　上記清掃具が、上記清掃ヘッドが上記ヘッド回転軸を中心に自由回転することを抑制す
るための回転抑制部材をさらに備えている、態様８に記載の清掃具。
【００３７】
　上記清掃具は、所定の回転抑制部材をさらに備えているので、使用の際に、水平方向に
沿う方向に延びている被清掃面の清掃から、垂直方向に沿う方向に延びている被清掃面の
清掃に切り替える際、例えば、清掃具（清掃ヘッド）を持ち上げた際に、清掃ヘッドが、
振り子のように振れ続けにくく、起立した状態で止まりやすい。その結果、上記清掃具が
、垂直方向清掃性に優れる。
【００３８】
［態様１０］
　上記回転抑制部材が、上記ヘッド回転部材連結部に配置されたグリースである、態様９
に記載の清掃具。
　上記清掃具では、回転抑制部材がグリースであるため、簡易に、清掃ヘッドの回転を抑
制することができ、そして回転抑制作用が経時で低下しにくい。
【００３９】
［態様１１］
　上記ヘッド回転部材が、単一の平面であるヘッド回転部材仮想面上に配置されている、
態様８～１０のいずれか一項に記載の清掃具。
　上記清掃具では、ヘッド回転部材がヘッド回転部材仮想面上に配置されているので、ヘ
ッド回転部材が、狭空間の清掃を阻害しにくく、上記清掃具が、狭空間清掃性に優れる。
【００４０】
［態様１２］
　上記清掃具が、上記清掃ヘッド及びヘッド回転部材を、上記清掃ヘッドの平面方向と、
上記ヘッド回転部材仮想面とが一致するように固定できるように構成されている、態様１
１に記載の清掃具。
【００４１】
　上記清掃具は、清掃ヘッド及びヘッド回転部材を、清掃ヘッドの平面方向と、ヘッド回
転部材仮想面とが一致するように固定できるように構成されているので、清掃具を持ち上
げた際に、清掃ヘッドが、清掃ヘッドが起立し、清掃ヘッドの平面方向がヘッド回転部材
仮想面と一致するように清掃ヘッド及びヘッド回転部材が固定され、上記清掃具が、狭空
間清掃性に優れる。
【００４２】
［態様１３］
　清掃シートの、上記清掃シートを保持可能な清掃ヘッドを備える清掃具への使用であっ
て、
　上記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
上記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、上記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　上記清掃ヘッドが、上記ヘッド回転軸を通り且つ上記厚さ方向に延びている仮想面によ
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り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　上記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、上記使用。
　上記使用は、態様１と同様の効果を有する。
【００４３】
［態様１４］
　態様１～７のいずれか一項に記載の清掃ヘッド用又は態様８～１２のいずれか一項に記
載の清掃具用の清掃シートであって、
　上記清掃ヘッドが、上記清掃シートを保持可能なように構成されており、
　上記清掃シートが、上記清掃ヘッドに保持されるように構成されている、
　上記清掃シート。
　上記清掃シートは、所定の清掃ヘッドに保持されるように構成されているので、態様１
と同様の効果を有する。
【００４４】
　本開示の、清掃具用の清掃ヘッド（以下、「清掃具用の清掃ヘッド」を、単に『清掃ヘ
ッド』と称する場合がある）、本開示の、清掃ヘッドを備える清掃具（以下、「清掃ヘッ
ドを備える清掃具」を、単に『清掃具』と称する場合がある）、本開示の、清掃シートの
、上記清掃具への使用（以下、「清掃シートの、上記清掃具への使用」を、単に『清掃具
への使用』又は『使用』と称する場合がある）、及び本開示の、清掃具用の清掃シート（
以下、「清掃具用の清掃シート」を、単に『清掃シート』と称する場合がある）について
、以下、詳細に説明する。
【００４５】
　なお、以下、清掃具に関する実施形態において、清掃具、清掃ヘッド、清掃具への使用
、及び清掃シートに関する実施形態を、まとめて説明する。また、清掃具に関する実施形
態では、理解しやすさのため、清掃具を、被清掃面側の部材から使用者側の部材の順番、
具体的には、清掃ヘッド、ヘッド回転部材、及び清掃具用柄の順番で説明する。
【００４６】
　図１～図１３は、本開示の実施形態の１つ（以下、「第１実施形態」と称する）に従う
清掃具１を説明するための図である。具体的には、図１は、清掃具１の斜視図である。図
２は、清掃ヘッド３の斜視図であり、図１に示される清掃具１の清掃ヘッド３の部分の拡
大図に相当する。図３及び図４は、それぞれ、狭空間清掃形態における清掃具１の正面図
及び背面図である。図５は、展開形態における清掃ヘッド３の第１内面１２９及び第２内
面１３９側の展開図である。図６は、清掃ヘッド３の、図５のＶＩ－ＶＩ断面における断
面図である。図７は、展開形態における清掃ヘッド３の第１外面１２７及び第２外面１３
７側の展開図である。図８は、ヘッド回転部材としてのブラケット５の斜視図である。図
９～図１１は、清掃シート３１を清掃ヘッド３に取り付ける方法を説明するための図であ
る。図１２は、清掃具１の広空間清掃形態を説明するための図である。図１３は、狭空間
清掃形態における清掃具１を説明するための図である。
【００４７】
　第１実施形態に従う清掃具１は、清掃ヘッド３と、清掃ヘッド３に回転可能に連結され
ている、ヘッド回転部材としてのブラケット５と、ブラケット５に連結されている清掃具
用柄７とを備えている。
　清掃ヘッド３は、平面方向Ｐと、厚さ方向Ｔとを備えている板状の形状を有し、平面方
向Ｐと平行に延びている清掃面１１１（具体的には、第１清掃面１１３及び第２清掃面１
１５）と、ヘッド回転部材連結部としての、平面方向Ｐ（具体的には、長手方向Ｌ）と平
行に延びているヘッド回転軸ＲＡ1を備えているブラケット用孔１１７とを備えている。
第１清掃面１１３と、第２清掃面１１５とは、ヘッド回転軸ＲＡ1を間に挟んで、厚さ方
向Ｔにおいて、お互いに対向している。なお、ヘッド回転軸ＲＡ1は、清掃ヘッド３を、
ブラケット５に対して回転させるための回転軸である。
【００４８】
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　清掃ヘッド３は、長手方向Ｌと、長手方向Ｌと直交する短手方向Ｓとを有している。長
手方向Ｌ及び短手方向Ｓは、平面方向Ｐ内に配置されている。ブラケット用孔１１７と、
ヘッド回転軸ＲＡ1とは、長手方向Ｌに延びている。ブラケット用孔１１７は、清掃ヘッ
ド３の４つの側面（図示せず）のうちの１つの側面（図示せず）に開口部１１７ａを有し
ている。
【００４９】
　清掃ヘッド３は、ヘッド回転軸ＲＡ1を通り且つ厚さ方向Ｔに延びている仮想面ＩＳに
より、第１ヘッド領域１１９と、第２ヘッド領域１２１とに区画され、清掃ヘッド３が、
清掃ヘッド３の重心を、第１ヘッド領域１１９に有する。なお、清掃ヘッド３の重心は、
後述の２つのおもり１５３により調整されている。
【００５０】
　清掃ヘッド３は、清掃シート３１を保持できるように構成されている。具体的には、清
掃ヘッド３は、清掃シート３１の一方の端部３３及び他方の端部３５の両方を挟持するこ
とにより、清掃シート３１を保持するように構成されている挟持部１２３を備えている。
【００５１】
　挟持部１２３は、第１挟持部分１２５と、第２挟持部分１３５とを備えており、第１挟
持部分１２５及び第２挟持部分１３５は、ヘッド回転軸ＲＡ1（長手方向Ｌ）と平行に延
びている挟持部回転軸ＲＡ2を有する回転端１４５により回転可能に連結されているとと
もに、ヘッド回転軸ＲＡ1（長手方向Ｌ）と平行に延びている開閉端１４７により開閉可
能に連結されている。
【００５２】
　開閉端１４７は、清掃ヘッド３の短手方向Ｓの一方の端部１４９に配置されており、回
転端１４５は、清掃ヘッド３の短手方向Ｓの他方の端部１５１に配置されている。
　ブラケット用孔１１７は、第１挟持部分１２５（具体的には、後述の第１硬質部材１３
３）に配置されている。
【００５３】
　第１挟持部分１２５は、第１外面１２７及び第１内面１２９を備えており、第１挟持部
分１２５は、第１外面１２７を構成する第１軟質部材１３１と、第１内面１２９を構成す
る第１硬質部材１３３とを備えている。第２挟持部分１３５は、第２外面１３７及び第２
内面１３９を備えており、第２挟持部分１３５は、第２外面１３７を構成する第２軟質部
材１４１と、第２内面１３９を構成する第２硬質部材１４３とを備えている。
【００５４】
　第１挟持部分１２５は、第１ヘッド領域１１９において、第１硬質部材１３３の、第１
外面１２７側の面（第１軟質部材１３１側の面）に配置された金属製のおもり１５３を２
つ備えている。２つのおもり１５３は、ヘッド回転軸ＲＡ1と離間して、そしてヘッド回
転軸ＲＡ1（長手方向Ｌ）と平行に延びている、２つのおもり１５３は、短手方向Ｓに隣
接して配置されている。
【００５５】
　また、２つのおもり１５３は、第１挟持部分１２５の、ヘッド回転軸ＲＡ1と、回転端
１４５との間に配置されている。それにより、使用者が、清掃具１を使用する際に、おも
り１５３の重さを覚えにくい一方で、そして清掃具１を持ち上げた際に、清掃ヘッド３が
起立しやすくなる。
【００５６】
　図６に示されるように、清掃ヘッド３は、厚さ方向Ｔの中心に配置された厚さ方向中心
仮想面ＩＳTをさらに備え、２つのおもり１５３が、厚さ方向中心仮想面ＩＳTと交差する
ように配置されている。それにより、使用者が、清掃具１を使用する際に、おもり１５３
の重さを覚えにくい一方で、そして清掃具１を持ち上げた際に、清掃ヘッド３が起立しや
すくなる。
【００５７】
　第１挟持部分１２５の第１内面１２９は、長手方向Ｌの内方の位置に配置された、２つ
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の第１凹部１５７と、２つの第１凹部１５７に対して、長手方向Ｌの外方の位置に配置さ
れた、２つの第１凸部１５５とを備えている。２つの第１凹部１５７のそれぞれは、厚さ
方向Ｔにおいて、第２挟持部分１３５に向かって窪んでおり、２つの第１凸部１５５のそ
れぞれは、厚さ方向Ｔにおいて、第２挟持部分１３５に向かって突出している。
【００５８】
　第２挟持部分１３５の第２内面１３９は、長手方向Ｌの内方の位置に配置された、２つ
の第２凸部１５９と、２つの第２凸部１５９に対して、長手方向Ｌの外方の位置に配置さ
れた、２つの第２凹部１６１とを備えている。２つの第２凸部１５９のそれぞれは、厚さ
方向Ｔにおいて、第１挟持部分１２５に向かって突出しており、２つの第２凹部１６１の
それぞれは、厚さ方向Ｔにおいて、第１挟持部分１２５に向かって窪んでいる。
【００５９】
　２つの第１凸部１５５のそれぞれの頂面と、２つの第２凸部１５９のそれぞれの頂面と
には、それぞれ、清掃シート３１を保持するための、第１スリット部１６３と、第２スリ
ット部１６５とが設けられている。
【００６０】
　また、２つの第２凸部１５９のそれぞれと、２つの第１凹部１５７のそれぞれとは、挟
持部１２３の閉鎖形態において、お互いに噛み合うように構成されている。また、２つの
第２凹部１６１のそれぞれと、２つの第１凸部１５５のそれぞれとは、挟持部１２３の閉
鎖形態において、お互いに噛み合うように構成されている。
【００６１】
　さらに、第１挟持部分１２５の第１内面１２９の２つの第１凹部１５７の間と、第２挟
持部分１３５の第２内面１３９の２つの第２凸部１５９の間とには、それぞれ、清掃シー
ト３１の一方の端部３３と、他方の端部３５との位置を合わせるための目印１６７（目印
１６７ａ及び目印１６７ｂ）が配置されている。
【００６２】
　第１挟持部分１２５及び第２挟持部分１３５は、それぞれ、挟持部１２３の閉鎖形態を
保持するように構成された、嵌合用突起１６９及び嵌合用窪み１７１を備えている。
　具体的には、第１挟持部分１２５の長手方向Ｌの両端のそれぞれには、嵌合用突起１６
９が配置されており、そして嵌合用突起１６９は、長手方向Ｌの外方に向かって突出して
いるとともに、長手方向Ｌに伸縮可能である。また、第２挟持部分１３５の長手方向Ｌの
両端のそれぞれには、嵌合用突起１６９と嵌合するように構成された、嵌合用窪み１７１
が配置されており、そして嵌合用窪み１７１は、長手方向Ｌの外方に向かって窪んでいる
。第１挟持部分１２５の長手方向Ｌの両端のそれぞれにおいて、嵌合用突起１６９と、嵌
合用窪み１７１とが嵌合することにより、挟持部１２３の閉鎖形態が保持される。
【００６３】
　清掃ヘッド３の長手方向Ｌの両端に配置された両側面のそれぞれには、閉鎖形態におけ
る挟持部１２３を展開するための窪み部１７３が配置されている。窪み部１７３は、短手
方向Ｓにおいて、回転端１４５よりも開閉端１４７に近い位置に配置され、窪み部１７３
は、第１挟持部分１２５の第１硬質部材１３３及び第１軟質部材１３１と、第２挟持部分
１３５の第２硬質部材１４３及び第２軟質部材１４１に渡って配置されているが、窪み部
１７３の底部１７５（長手方向Ｌにおいて内方に位置する部分）は、第１挟持部分１２５
の第１硬質部材１３３と、第２挟持部分１３５の第２硬質部材１４３とにより構成されて
いる。それにより、使用者が、窪み部１７３に指を入れ、挟持部１２３（第１挟持部分１
２５及び第２挟持部分１３５）を展開して展開形態を形成させやすく、ひいては、清掃シ
ート３１を清掃ヘッド３に装着しやすくなる。
【００６４】
　図６に示されるように、ブラケット用孔１１７は、ブラケット５のヘッド連結部２０１
を保持するための２つのブラケット保持部１１８を備えている。２つのブラケット保持部
１１８は、ブラケット５の周囲を覆うように配置されており、ブラケット保持部１１８の
内面の径は、ブラケット５のヘッド連結部２０１の外面の径よりも大きく構成されている
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。
【００６５】
　清掃具１（清掃ヘッド３）は、ブラケット保持部１１８の内部（より具体的には、ブラ
ケット５のヘッド連結部２０１の外面と、ブラケット保持部１１８の内面との間）に、回
転抑制部材、具体的には、グリースを備えている（図６にＸで示されている）。グリース
は、ブラケット用孔１１７の内面（図示せず）と、ブラケット５（具体的には、後述のヘ
ッド連結部２０１）の外面との間の摩擦を増やし、清掃ヘッド３が、ブラケット５に対し
て回転しすぎることを抑制する。
【００６６】
　図８に示されるように、ブラケット５は、棒状の部材から構成されているとともに、ブ
ラケット用孔１１７に回転可能に連結されているヘッド連結部２０１と、清掃具用柄７に
連結されている柄連結部２０３と、ヘッド連結部２０１及び柄連結部２０３を離間させて
いる離間部２０５とを備えている。ヘッド連結部２０１、柄連結部２０３、及び離間部２
０５は、単一の平面であるのブラケット仮想面ＩＳB上に配置されている。
【００６７】
　清掃具用柄７は、コネクティングロッド３０１と、第１柄部分３０７と、第２柄部分３
０９と、第３柄部分３１１と、把持部３１５を有する第４柄部分３１３とが、その順で連
結されており、コネクティングロッド３０１と、第１柄部分３０７と、第２柄部分３０９
と、第３柄部分３１１と、第４柄部分３１３とは、連結形態と、分離形態とを切替可能で
あるように構成されている。
【００６８】
　コネクティングロッド３０１は、清掃具用柄７を、所定の方向に回転可能とする柄回転
軸ＲＡ3を有する回転部であり、一対の第１継手部３０３及び第２継手部３０５から構成
されている。第１継手部３０３は、柄連結部２０３に連結されており、そして第２継手部
３０５が、第１柄部分３０７に連結されている。
　コネクティングロッド３０１（清掃具用柄７）は、ブラケット５の柄連結部２０３に、
コネクティングロッド３０１（清掃具用柄７）が、ブラケット仮想面ＩＳB上を回転可能
となるように（すなわち、柄回転軸ＲＡ3がブラケット仮想面ＩＳBと直交するように）連
結されている。
【００６９】
　使用者は、清掃具１を使用するに当たり、閉鎖形態にある清掃ヘッド３の長手方向Ｌの
両側面に配置された窪み部１７３に手を入れ、清掃ヘッド３を、展開形態に展開し、図９
に示されるように、展開形態における清掃ヘッド３を、清掃シート３１の上に、挟持部１
２３（第１挟持部分１２５及び第２挟持部分１３５）の第１内面１２９及び第２内面１３
９が上方を向くように配置する。
【００７０】
　次いで、清掃シート３１の一方の端部３３及び他方の端部３５が、それぞれ、第１挟持
部分１２５の目印１６７ａ（１６７）及び目印１６７ｂ（１６７）に合うように、清掃シ
ート３１の一方の端部３３及び他方の端部３５を、それぞれ、第１内面１２９及び第２内
面１３９に向かって折り畳む。
【００７１】
　次いで、使用者は、図１０に示されるように、第１挟持部分１２５の２つの第１凸部１
５５のそれぞれに配置された第１スリット部１６３に、清掃シート３１の一方の端部３３
を固定し、そして第２挟持部分１３５の２つの第２凸部１５９のそれぞれに配置された第
２スリット部１６５に、清掃シート３１の他方の端部３５を固定する。
【００７２】
　次いで、第１挟持部分１２５及び第２挟持部分１３５を、回転端１４５の挟持部回転軸
ＲＡ2を中心に回転させ、嵌合用突起１６９及び嵌合用窪み１７１を嵌合させ、図１１に
示されるように、清掃ヘッド３を閉鎖形態にする。それにより、清掃シート３１の一方の
端部３３は、２つの第１凸部１５５の第１スリット部１６３により保持されるとともに、
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噛み合わされた、第１凸部１５５及び第２凹部１６１の組み合わせ（計２カ所）と、第１
凹部１５７及び第２凸部１５９の組み合わせ（計２カ所）により保持されるため、使用時
に、清掃シート３１の一方の端部３３が、挟持部１２３から外れにくくなる。
【００７３】
　同様に、清掃シート３１の他方の端部３５は、２つの第２凸部１５９の第２スリット部
１６５により保持されるとともに、噛み合わされた、第１凸部１５５及び第２凹部１６１
の組み合わせ（計２カ所）と、第１凹部１５７及び第２凸部１５９の組み合わせ（計２カ
所）により保持されるため、使用時に、清掃シート３１の他方の端部３５が、挟持部１２
３から外れにくくなる。
【００７４】
　使用者が、広空間を清掃する場合には、図１２に示されるように、清掃具１を、広空間
清掃形態にし、特に制限なく、被清掃面を清掃することができる。清掃シート３１の第１
面３７（清掃ヘッド３の第１清掃面１１３側の面）を被清掃面の清掃に用い、第１面３７
が汚れた場合には、清掃ヘッド３を１８０°回転させ、清掃シートの第２面３９（清掃ヘ
ッド３の第２清掃面１１５側の面）を用いて、被清掃面を清掃することができる。
【００７５】
　使用者が、狭空間、例えば、図１３に示されるような垂直方向狭空間５１を清掃する場
合には、清掃具１を、狭空間清掃形態、具体的には、清掃ヘッド３を、清掃ヘッド３の平
面方向（図示せず）と、ブラケット５のブラケット仮想面（図示せず）とが一致するよう
に回転させ、清掃ヘッド３の長手方向Ｌの端部（好ましくは、ブラケット用孔１１７の開
口部１１７ａの存在しない側の端部）を、狭空間に入れ、狭空間の被清掃面を清掃するこ
とができる。
【００７６】
　清掃具１を、広空間清掃形態から狭空間清掃形態に形態変更するためには、清掃具１を
、単に持ち上げればよい。清掃具１（清掃ヘッド３）を持ち上げると、清掃ヘッド３の重
心が、第１ヘッド領域１１９に存在することから、清掃ヘッド３が、第１ヘッド領域１１
９を下方に向けて起立しやすくなる。
【００７７】
　また、清掃具１（清掃ヘッド３）が、ブラケット用孔１１７の内面と、ブラケット５の
ヘッド連結部２０１の外面との間に、回転抑制部材としてのグリースを有するため、清掃
具１を持ち上げた際に、清掃ヘッド３が、振り子のように振れ続けにくくなり、起立した
状態で止まりやすい。
【００７８】
　また、第１実施形態に従う清掃具１の清掃ヘッド３では、回転端１４５が、第１ヘッド
領域１１９の、清掃ヘッド３の短手方向Ｓの他方の端部１５１に配置されているので、清
掃ヘッド３を持ち上げた際に、清掃ヘッド３が、回転端１４５が下方を向き且つ開閉端１
４７が上方を向くように起立する。従って、清掃ヘッド３の第１ヘッド領域１１９側（回
転端１４５側）の側面を用いて、垂直方向狭空間５１の隅部５３を清掃しやすく、そして
その際に、清掃シート３１が清掃ヘッド３から外れにくくなる。
【００７９】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドとしては、清
掃シートを取り付けずに清掃を行うもの、清掃シートを取り付けて清掃を行うもの等が挙
げられる。
　清掃シートを取り付けずに清掃を行う清掃ヘッドとしては、ブラシ部を有するもの、ス
ポンジ部を有するもの等が挙げられる。
【００８０】
　清掃シートを取り付けて清掃を行う清掃ヘッド用の清掃シートとしては、当技術分野で
公知のもの、例えば、不織布を含むもの、トウを含むもの等が挙げられる。また、上記清
掃シートとしては、ドライタイプ、薬液を含浸させたウェットタイプ等が挙げられる。
　上記清掃シートは、一方の端部及び他方の端部を備える清掃シートであって、当該一方



(15) JP 2020-75059 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

の端部及び他方の端部を、清掃ヘッドに固定して用いられるように構成されているもので
あることができ、そして筒状の清掃シートであって、清掃ヘッドを覆うように構成されて
いるものが挙げられる。筒状の清掃シートは、後述の片手持ちの清掃ヘッドに用いられる
ことが好ましい。
【００８１】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドは、平面方向
及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、平面方向に沿う方向に延びてい
る清掃面と、平面方向に沿う方向に延びているヘッド回転軸を備えているヘッド回転部材
連結部とを備えている。なお、ヘッド回転軸は、清掃ヘッドを、ヘッド回転部材に対して
回転させるための回転軸である。
【００８２】
　上記板状の形状は、上記平面方向に沿う方向に延びている２つの表面部であって、お互
いに向かい合うものと、上記厚さ方向に沿う方向に延びている側面部とを有するものであ
れば、形状は、特に制限されない。上記表面部は、清掃ヘッドの厚さ方向から観察した形
状が、多角形、例えば、三角形（例えば、二等辺三角形）、四角形（例えば、矩形、菱形
）、五角形、六角形等、湾曲形、例えば、円形、楕円形等であることができる。上記板状
の形状は、上記平面方向において、長手方向及び短手方向を有することができる。
【００８３】
　また、上記表面部及び側面部は、平面だけでなく、湾曲面（例えば、両端以外の中央領
域が外方に向かって突出する湾曲面、両端以外の中央領域が内方に向かって窪む湾曲面）
であってもよく、そして凹凸構造、例えば、一又は複数の凸部、一又は複数の凹部等を含
むことができる。それにより、清掃ヘッドが、清掃シートを保持できるように構成されて
いる場合には、清掃ヘッドに取り付けられた清掃シートがずれにくくなり、清掃具を使用
する際に、清掃シートが清掃ヘッドから外れにくくなる。
【００８４】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドは、２つの表
面部のうち、１つの表面部（片面、すなわち、第１清掃面のみ）のみが清掃面を構成して
いてもよく、そして２つの表面部（両面、すなわち、第１清掃面及び第２清掃面）が清掃
面を構成していてもよい。
【００８５】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドの厚さ（厚さ
方向の長さ）は、特に制限されるものではないが、狭空間を清掃する観点からは、上記厚
さは、薄いことが好ましく、上記厚さは、好ましくは３．０ｃｍ以下、より好ましくは２
．０ｃｍ以下である。上記厚さは、清掃具の強度の観点から、好ましくは０．１ｃｍ以上
、そしてより好ましくは１．０ｃｍ以上である。なお、清掃ヘッドの厚さは、清掃ヘッド
の最も厚い部分を意味する。
【００８６】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドが、ヘッド回
転部材連結部のヘッド回転軸を通り且つ清掃ヘッドの厚さ方向に延びている仮想面により
、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、清掃ヘッドが、清掃ヘッドの重心を
、第１ヘッド領域に有する。上記清掃具は、清掃ヘッドの重心を、清掃ヘッドのヘッド回
転軸を水平方向に保持した状態且つ清掃ヘッドを固定していない状態において、清掃ヘッ
ドの第１領域が下方に移動し、清掃ヘッドの第２領域が上方に移動するように備えている
ことが好ましい。垂直方向清掃性、並びに垂直方向狭空間清掃性の観点からである。
【００８７】
　清掃ヘッドの重心は、第１ヘッド領域及び第２ヘッド領域において、清掃ヘッドを構成
する部材、例えば、軟質部材、硬質部材等の質量を変えることにより調整することができ
る。
　また、清掃ヘッドの重心は、第１ヘッド領域に追加の部材、例えば、おもり等を配置す
ることにより調整することができる。上記おもりの素材としては、例えば、金属（例えば
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、鉄、ステンレス、鉛、銅、磁石）、ゴム、プラスチック等が挙げられる。
【００８８】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドのヘッド回転
部材連結部は、清掃ヘッドの平面方向に沿う方向に延びているヘッド回転軸を備えている
とともに、清掃ヘッドと、ヘッド回転部材とを、回転可能に連結することができるもので
あれば、特に制限されない。
【００８９】
　ヘッド回転部材の好ましい構成については後述するが、上記ヘッド回転部材連結部とし
ては、（ｉ）ヘッド回転部材としての棒状のブラケットを回転可能に連結するように構成
された、開口部を有するブラケット用孔（例えば、第１実施形態に示されるもの）、（ｉ
ｉ）ヘッド回転部材としての回転部材側継手部（例えば、円弧状の回転部材側継手部）と
回転可能に連結するように構成されたヘッド側継手部（例えば、円弧状の回転部材側継手
部に挿入するように構成された、円柱状のヘッド側継手部，例えば、特開２０１７－３８
４に記載される、第１の継手部材５ａ）等が挙げられる。
【００９０】
　上記ヘッド回転部材連結部がブラケット用孔である場合には、ブラケット用孔の開口部
は、清掃ヘッドの任意の位置に配置されることができ、そして側面部に配置されることが
好ましい。ブラケット用孔の開口部は、清掃ヘッドが長手方向及び短手方向を有する場合
には、長手方向における端部（両端部）を構成する側面部（両側面部）、短手方向におけ
る端部（両端部）を構成する側面部（両側面部）に配置されることができ、長手方向にお
ける端部（両端部）を構成する側面部（両側面部）に配置されることが好ましい。清掃具
の使いやすさの観点からである。
【００９１】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドのヘッド回転
軸、ヘッド回転部材（例えば、ブラケット用孔、ヘッド側継手部等）等は、所定の方向に
おける上記側面部の、平面方向の中央に配置されることが好ましく、清掃ヘッドが長手方
向及び短手方向を有する場合には、上記所定の方向は、長手方向又は短手方向であること
ができ、清掃ヘッドのヘッド回転軸、ヘッド回転部材（例えば、ブラケット用孔、ヘッド
側継手部等）等は、長手方向の中央又は短手方向の中央に配置されることが好ましい。清
掃ヘッドの回転のしやすさ、並びに清掃具の使いやすさの観点からである。
【００９２】
　上記おもりは、第１ヘッド領域の任意の位置に配置されうるが、ヘッド回転軸から遠い
位置に少なくとも配置されていることが好ましい。清掃ヘッドの質量の増加を抑制しつつ
、清掃ヘッドの重心を効率よくヘッド回転軸から離間させることできる（清掃ヘッドを起
立させやすくする）ので、清掃ヘッドが、垂直方向清掃性、垂直方向狭空間清掃性、清掃
面切替性等に優れる。
　上記おもりは、ヘッド回転軸に沿う方向に延びているように配置されていてもよく、そ
してヘッド回転軸と直交する方向に沿うように延びているように配置されていてもよい。
【００９３】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが、奇数
個又は偶数個のおもりを備えている場合には、奇数個又は偶数個のおもりが、清掃ヘッド
の厚さ方向の中心に配置された厚さ方向中心仮想面と交差するように配置されることがで
きる。それにより、使用者が、清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが
垂直方向に沿う方向に起立しやすくなる。
　また、本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが
偶数個のおもりを備えている場合には、偶数個のおもりが、上述の厚さ方向中心仮想面に
対して対象に配置されることができる。それにより、使用者が、清掃ヘッドを含む清掃具
を持ち上げた際に、清掃ヘッドが垂直方向に沿う方向に起立しやすくなる。
【００９４】
　また、本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが
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おもりを備えている場合に、おもりが、清掃ヘッドの厚さ方向の中心に配置された厚さ方
向中心仮想面に対して非対称になるように配置されることができる。例えば、清掃ヘッド
が１つのおもりを備えている場合に、おもりが、厚さ方向中心仮想面と交差しないように
配置することができる。それにより、使用者が、清掃ヘッドを含む清掃具を持ち上げた際
に、清掃ヘッドが垂直方向から傾いた方向に傾斜しやすくなるため、清掃具を、水平方向
清掃形態及び垂直方向清掃形態に切替えやすくなる。
【００９５】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが、清掃
シートを取り付けて清掃を行うものである場合には、清掃ヘッドが、清掃シートの一方の
端部及び他方の端部の少なくとも一方を挟持する挟持部であって、展開形態及び閉鎖形態
をとることができるように構成されたものを備えることができる。それにより、清掃シー
トの、挟持部に挟持されている端部が挟持部から外れにくく、清掃シートが清掃ヘッドか
ら外れにくくなる。なお、上記挟持部は、清掃シートの一方の端部及び他方の端部の一方
を挟持することができ、そして清掃シートの一方の端部及び他方の端部の両方を挟持する
ことができる。
【００９６】
　上記挟持部としては、清掃シートを挟持できるものであれば、特に制限されないが、上
記挟持部は、第１挟持部分と、第２挟持部分とを備えており、第１挟持部分及び第２挟持
部分が、所定の方向（好ましくは、ヘッド回転軸、長手方向等に沿う方向）に沿う方向に
延びている挟持部回転軸を有する回転端により回転可能に連結されているとともに、所定
の方向（好ましくは、ヘッド回転軸、長手方向等に沿う方向）に沿う方向に延びている開
閉端により開閉可能に連結されていることが好ましい。それにより、清掃シートの、挟持
部に挟持されている端部が挟持部から外れにくく、清掃シートが清掃ヘッドから外れにく
くなる。
【００９７】
　上記回転端及び開閉端は、清掃ヘッドの任意の位置に配置されることができ、例えば、
回転端（挟持部回転軸）及び／又は開閉端が、ヘッド回転軸に沿う方向に延びている場合
には、回転端（挟持部回転軸）及び／又は開閉端は、ヘッド回転軸と直交する直交方向の
端部、ヘッド回転軸と隣接する領域等に配置されうる。また、回転端（挟持部回転軸）及
び／又は開閉端が、清掃ヘッドの長手方向に沿う方向に延びている場合には、回転端（挟
持部回転軸）及び／又は開閉端は、短手方向の端部、ヘッド回転軸と隣接する領域等に配
置されうる。
【００９８】
　図１４及び図１５は、本開示の別の実施形態（以下、「第２実施形態」と称する場合が
ある）に従う清掃具１を説明するための図である。具体的には、図１４は、第２実施形態
に従う清掃具１の斜視図である。図１５は、清掃具１の、図１４のＸＶ－ＸＶ断面におけ
る断面図である。
【００９９】
　第２実施形態に従う清掃具１は、第１挟持部分１２５と、第２挟持部分１３５とを備え
ている挟持部１２３を備えている。第１挟持部分１２５及び第２挟持部分１３５は、ヘッ
ド回転軸ＲＡ1（長手方向Ｌ）と平行に延びている挟持部回転軸ＲＡ2を有する回転端１４
５により回転可能に連結されているとともに、ヘッド回転軸ＲＡ1（長手方向Ｌ）と平行
に延びている開閉端１４７により開閉可能に連結されている。
【０１００】
　第２実施形態に従う清掃具１では、回転端１４５は、第２ヘッド領域１２１に配置され
ているが、短手方向Ｓの他方の端部１５１ではなく、第２ヘッド領域１２１内のヘッド回
転軸ＲＡ1よりの位置に配置されている。また、開閉端１４７は、第１ヘッド領域１１９
における、短手方向Ｓの一方の端部１４９に配置されている。
【０１０１】
　第２実施形態に従う清掃具１（清掃ヘッド３）では、第１ヘッド領域１１９に、おもり
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１５３としての磁石が配置されている。ヘッド回転部材としてのブラケット５は、棒状の
部材から構成されているとともに、ヘッド回転部材連結部としてのブラケット用孔（図示
せず）に回転可能に連結されているヘッド連結部２０１と、清掃具用柄７に連結されてい
る柄連結部２０３と、ヘッド連結部２０１及び柄連結部２０３を離間させている離間部２
０５とを備えており、ヘッド連結部２０１、柄連結部２０３、及び離間部２０５は、単一
の平面であるのブラケット仮想面（図示せず）上に配置されている。
【０１０２】
　ブラケット５のヘッド連結部２０１は、おもり１５３と対向する位置に、ブラケット５
の柄連結部２０３と反対側に向かって突出するヘッド固定用磁石１８１であって、おもり
１５３と引き合うように配置されているものを備えている。使用者が、例えば、垂直方向
狭空間を清掃するために、清掃具１を持ち上げると、おもり１５３としての磁石を含む第
１ヘッド領域１１９が下方に移動し、清掃ヘッド３が起立するとともに、磁石であるおも
り１５３が、ヘッド固定用磁石１８１と引き合い、清掃ヘッド３が起立した状態を固定す
ることができる。従って、第２実施形態に従う清掃具１は、水平方向清掃性に加え、垂直
方向清掃性に優れる。なお、ブラケット５は、非磁性体であるステンレスから構成されて
いるため、磁石としてのおもり１５３は、ブラケット５そのものとは引き合わず、磁石と
してのおもり１５３は、突出するヘッド固定用磁石１８１のみと引き合うように構成され
ている。
【０１０３】
　また、第２実施形態に従う清掃具１では、第１挟持部分１２５が、第２挟持部分１３５
のおもり１５３と対応する位置に、おもり１５３を構成する磁石と引き合うように配置さ
れた挟持用磁石１８３を備えており、挟持部１２３は、第１挟持部分１２５の挟持用磁石
１８３と、第２挟持部分１３５のおもり１５３（磁石）とが引き合うことにより、閉鎖形
態を保持することができる。換言すると、おもり１５３は、重心を第１ヘッド領域１１９
に配置するためだけではなく、挟持部１２３が閉鎖形態を保持するために用いられている
。
【０１０４】
　また、第２実施形態に従う清掃具１では、清掃シート（図示せず）の一方の端部（図示
せず）が、第１挟持部分１２５の第１外面１２７に配置された、２つの第１スリット部１
６３に保持され、そして清掃シート（図示せず）の他方の端部（図示せず）が、第２挟持
部分１３５の第２内面１３９に配置された、２つの第２スリット部１６５に保持される。
換言すると、清掃シート（図示せず）の一方の端部（図示せず）は、清掃ヘッド３の第１
外面１２７に保持され、清掃シート（図示せず）の他方の端部（図示せず）は、清掃ヘッ
ド３の挟持部１２３に挟持される。
　第２実施形態に従う清掃具１は、その他の部分に関しては、第１実施形態に従う清掃具
１と同様であるため、説明を省略する。
【０１０５】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが、清掃
シートを保持できるように構成されている場合には、清掃ヘッドは、清掃シートを保持す
るための清掃シート固定部を備えていることが好ましい。上記清掃シート固定部としては
、挟込（例えば、挟持部）、スリット部（例えば、第１実施形態及び第２実施形態に示さ
れる、第１スリット部１６３及び第２スリット部１６５）、面ファスナーのフック部材等
が挙げられる。
【０１０６】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが、清掃
シートを保持するための清掃シート固定部を備えている場合には、清掃ヘッドは、その外
面に、一又は複数の清掃シート固定部を備えていてもよく、そしてその内面に、一又は複
数の清掃シート固定部を備えていてもよい。
【０１０７】
　清掃ヘッドが、その内面に、一又は複数の清掃シート固定部を備えている例としては、
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例えば、清掃ヘッドが、挟持部、例えば、第１挟持部分及び第２挟持部分を有する挟持部
を備えているものが挙げられる。第１挟持部分及び第２挟持部分は、所定の方向（好まし
くは、ヘッド回転軸、長手方向等に沿う方向）に延びている挟持部回転軸を有する回転端
により回転可能に連結されているとともに、所定の方向（好ましくは、ヘッド回転軸、長
手方向等に沿う方向）に延びている開閉端により開閉可能に連結されているものが挙げら
れ、そして第１挟持部分の第１内面又は第２挟持部分の第２内面が、清掃シート固定部を
備えているものが挙げられる。
【０１０８】
　また、清掃ヘッドは、その外面に、一又は複数の清掃シート固定部を備えることができ
、清掃ヘッドが、挟持部、例えば、第１挟持部分及び第２挟持部分を有する挟持部を備え
ている場合には、第１挟持部分の第１外面及び／又は第２挟持部分の第２外面が、清掃シ
ート固定部を備えていることができる。
【０１０９】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが、第１
挟持部分及び第２挟持部分を有する挟持部を備えているとともに、第１ヘッド領域におも
りが配置されている場合には、おもり及びヘッド回転部材連結部は、第１挟持部分に配置
されていることが好ましい。それにより、使用者が、清掃具を使用する際に、おもりの重
さを覚えにくい一方で、そして清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが起立しやすくなる
ので、清掃具（清掃ヘッド）が、垂直方向清掃性、垂直方向狭空間清掃性、清掃面切り替
え性等に優れる。
【０１１０】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）において、清掃ヘッドが挟持部
を備えている場合、例えば、第１挟持部分及び第２挟持部分を有する挟持部を備えている
場合には、第１挟持部分と、第２挟持部分との閉鎖形態を保持するための保持手段として
は、当技術分野で公知のものを採用することができ、例えば、一対の嵌合用突起及び嵌合
用窪み、面ファスナー（フック型部材及びループ型部材）、一対の磁石、一対の磁石及び
強磁性体（例えば、鉄、コバルト、ニッケル）、クリップ用ばね、メカニカルロック等が
挙げられる。
【０１１１】
　上記一対の嵌合用突起及び嵌合用窪みは、それぞれ、所定の方向に向かって突出及び窪
んでおり、当該所定の方向は、清掃ヘッドの平面方向を構成する方向（例えば、長手方向
又は短手方向）であることが好ましく、清掃ヘッドの長手方向を構成する方向（例えば、
長手方向の内方又は外方）であることがより好ましく、清掃ヘッドの長手方向の内方であ
ることがさらに好ましい。それにより、挟持部の閉鎖形態を保持しやすくなる。
【０１１２】
　本開示の清掃具（本開示の清掃ヘッド、本開示の使用）では、清掃ヘッドは、種々の素
材から構成されることができるが、その外面が軟質部材から構成され、そして内部が、上
記軟質部材よりも硬質の硬質部材から構成されることが好ましい。操作性と、清掃性との
両立との観点からである。
【０１１３】
　上記軟質部材を構成する素材としては、例えば、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶ
Ａ）、ポリウレタン（ＰＵ）、エラストマー、ゴム、スポンジ、各種発泡体、布帛（例え
ば、不織布、例えば、フェルト、織物、編物）等が挙げられ、そして上記硬質部材を構成
する素材としては、例えば、ＡＢＳ樹脂、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン（ＰＥ
）、ポリプロピレン（ＰＰ）等）、ポリエチレンテレフタラート（ＰＥＴ）、ポリアセタ
ール（ＰＯＭ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリアミド（ＰＡ
）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、アクリル樹脂、及びそれらの複合材料、並びに金属（例
えば、アルミニウム）等が挙げられる。
【０１１４】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具は、清掃ヘッドと、ヘッド回転部材と、
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清掃具用柄とを備えていることができる。
　上記ヘッド回転部材は、清掃ヘッドを清掃具用柄に連結することができるものであれば
、その構造は、特に制限されない。
　清掃ヘッドのヘッド回転部材連結部が、開口部を有するブラケット用孔である場合には
、上記ヘッド回転部材は、棒状の部材から構成されており、清掃ヘッドのブラケット用孔
を介して、清掃ヘッドに回転可能に連結されるように構成されるブラケットであることが
好ましい。上記ブラケットは、狭空間清掃性の観点から、単一の平面であるブラケット仮
想面上に配置されていることが好ましい。
【０１１５】
　上記棒状の部材としては、断面が円形、楕円形、多角形のものが挙げられ、そして上記
ブラケットは、少なくともヘッド連結部の断面が円形であることが好ましく、ブラケット
全体の断面が円形であることが好ましい。清掃ヘッドをヘッド回転軸を中心に回転させる
観点、ブラケットが被清掃面を傷つけにくい観点からである。上記ブラケットの素材とし
ては、例えば、金属、例えば、磁性体（磁性金属）、例えば、鉄（例えば、鉄の亜鉛メッ
キ物）、非磁性体（非磁性金属）、例えば、ステンレス、アルミニウム等が挙げられる。
【０１１６】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具が、後述の清掃ヘッド固定機構を備えて
いる場合であって、清掃ヘッド固定機構が一対の磁石又は一対の磁石及び強磁性体である
ときには、上記ブラケットは、強磁性体、非磁性体及びそれらの組み合わせから構成され
ることができ、そして磁石を備えることができる。
　例えば、上記ブラケットを、非磁性体（例えば、ステンレス）から形成し、その一部に
強磁性体又は磁石を配置することにより、清掃ヘッドを、所望の位置で固定することがで
きる。
【０１１７】
　上記ブラケットは、例えば、ブラケット用孔に回転可能に連結されるヘッド連結部と、
清掃具用柄に連結されている柄連結部と、ヘッド連結部及び柄連結部を離間させている離
間部とを備えていることができる。柄連結部及び離間部と、ヘッド連結部及び離間部とは
、交差するように連結していてもよく、そして湾曲するように一体化していてもよい。
【０１１８】
　上記ヘッド連結部と、柄連結部とは、任意の長さを有することができる。例えば、ヘッ
ド連結部が、柄連結部と略同一の長さであることができ、それにより、ブラケット、ひい
ては清掃具を軽量化するとともに、清掃具用柄に加えた力を、清掃ヘッドに的確に伝えや
すくなる。また、ヘッド連結部が、柄連結部よりも長くともよく、それにより、清掃具用
柄に加えた力を、清掃ヘッドにより伝えやすくなる。さらに、上記ヘッド連結部は、清掃
ヘッドと略同一の長さ、又は清掃ヘッドよりも長い長さを有することができ、それにより
、清掃具用柄に加えた力を、清掃ヘッドの全体に伝えやすくなる。
【０１１９】
　上記ヘッド連結部と、柄連結部と、離間部とにおいて、少なくともヘッド連結部及び柄
連結部は、ブラケット仮想面上に配置されていることが好ましく、そしてヘッド連結部、
柄連結部及び離間部が、ブラケット仮想面上に配置されていることがより好ましい。狭空
間清掃性の観点からである。
【０１２０】
　清掃ヘッドのヘッド回転部材連結部が、ヘッド側継手部である場合には、ヘッド回転部
材は、清掃ヘッドのヘッド側継手部（例えば、ヘッド回転軸を備える円柱状のヘッド側継
手部）と回転可能に連結するように構成された回転部材側継手部（例えば、円柱状のヘッ
ド側継手部を覆うように構成された回転部材側継手部）であることができる。
【０１２１】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具が、清掃ヘッドがヘッド回転軸を中心に
自由回転することを抑制するための回転抑制部材をさらに備えていることが好ましい。そ
れにより、清掃具を持ち上げた際に、清掃ヘッドが、ヘッド回転軸を軸として、振り子の
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ように振れ続けることを抑制することができる。
【０１２２】
　上記回転抑制部材としては、清掃ヘッドのヘッド回転部材連結部と、ヘッド回転部材と
の間［例えば、ブラケット用孔の内面と、ブラケット（例えば、ヘッド連結部）の外面と
の間、ヘッド側継手部と、回転部材側継手部との間等］に配置された摩擦増強剤（例えば
、グリース）が挙げられる。摩擦増強剤を用いることにより、回転抑制作用が経時で低下
しにくい。
【０１２３】
　また、上記回転抑制部材としては、ヘッド回転部材（例えば、ブラケットのヘッド連結
部の外周の一部又は全部、回転部材側継手部等）に配置される突出部材（例えば、ブラケ
ットのヘッド連結部の外周の全部に配置されるＯ状リング）であって、ヘッド回転部材連
結部（例えば、ブラケット用孔の内面、ヘッド側継手部）と摩擦を生じさせるように構成
されたもの、ヘッド回転部材連結部（例えば、ブラケット用孔の内面、ヘッド側継手部等
）に配置された突出部材であって、ヘッド回転部材（例えば、ブラケットのヘッド連結部
の外面、ブラケット側継手部）と摩擦を生じさせるように構成されるもの等が挙げられる
。
【０１２４】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具が、清掃ヘッドを、ヘッド回転部材又は
清掃具用柄に固定できるように構成されていてもよい（以下、清掃具が、「清掃ヘッド固
定機構」を備えると称する場合がある）。それにより、清掃具を持ち運ぶ際、清掃具を保
管する際等の、清掃ヘッドを回転させたくない際に、清掃ヘッドを固定しておくことがで
き、清掃具が、清掃ヘッド固定性に優れる。
【０１２５】
　本開示の清掃具（本開示の使用）において、清掃ヘッドを、ヘッド回転部材に固定する
場合には、ヘッド回転部材が、ブラケット又は回転部材側継手部であることでき、そして
ブラケットであることが好ましい。また、清掃ヘッドを固定するヘッド回転部材がブラケ
ットである場合であって、ブラケットが、ブラケット仮想面上に配置されているときには
、上記清掃具が、清掃ヘッド及びブラケットを、清掃ヘッドの平面方向と、ブラケット仮
想面とが一致するように固定できるように構成されていることが好ましい。それにより、
清掃具が、狭空間清掃性に優れる。
　清掃ヘッドは、ブラケットの、ヘッド連結部、柄連結部又は離間部のいずれかに固定さ
れうる。
【０１２６】
　上記清掃ヘッド固定機構としては、一対の磁石、一対の磁石及び強磁性体（例えば、鉄
、コバルト、ニッケル）、一対の嵌合部等が挙げられる。上記清掃ヘッド固定機構が一対
の磁石である例としては、ヘッド回転部材（例えば、ブラケットのヘッド連結部、柄連結
部及び／又は離間部、回転部材側継手部等）に配置された磁石と、清掃ヘッドの、ヘッド
回転部材に配置された磁石と対応する位置に配置された磁石とを含む実施形態（例えば、
第２実施形態）が挙げられる。上記清掃ヘッド固定機構が、一対の磁石及び強磁性体であ
る例も同様である。上記清掃ヘッド固定機構が、一対の嵌合部である例としては、後述の
第３実施形態、すなわち、ヘッド回転部材としての棒状のブラケットと、清掃ヘッドに配
置された、棒状のブラケットと嵌合するように形成された溝部とが挙げられる。
【０１２７】
　なお、上記清掃ヘッド固定機構が一対の磁石である場合であって、ブラケットのヘッド
連結部に磁石が配置されているときには、ブラケットのヘッド連結部が非磁性体から構成
されているとともに、上記磁石が、ヘッド回転軸の周方向の所定の位置に配置されている
ことが好ましく、そして上記磁石が、ヘッド回転軸と直交する方向に、ブラケットのヘッ
ド連結部よりも突出していることがより好ましい。そうすることにより、清掃ヘッドが、
所望の位置で固定されやすくなる。
【０１２８】
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　本開示の清掃具（本開示の使用）において、清掃ヘッドを、清掃具用柄に固定する場合
には、ヘッド回転部材及びヘッド回転部材連結部が、一対の回転部材側継手部及びヘッド
側継手部であることが好ましい。また、清掃ヘッドが、平面方向のうち、ヘッド回転軸と
交差する方向（好ましくは直交する方向）に延びている、清掃具用柄を受け入れるための
受入部を備えていることが好ましい。清掃ヘッドを、清掃具用柄に固定するためである。
　上記受入部は、清掃ヘッドの厚さ方向に貫通していてもよく、清掃ヘッドの厚さ方向に
貫通していなくともよい。
【０１２９】
　上記清掃ヘッド固定機構としては、清掃ヘッドを、ヘッド回転部材に固定する場合と同
様であり、一対の磁石、一対の磁石及び強磁性体（例えば、鉄、コバルト、ニッケル）、
一対の嵌合部等が挙げられる。上記清掃ヘッド固定機構が一対の磁石である例としては、
清掃具用柄に配置された磁石と、清掃ヘッドの受入部の、清掃具用柄に配置された磁石と
対応する位置に配置された磁石とを含む実施形態が挙げられる。上記清掃ヘッド固定機構
が、一対の磁石及び強磁性体である例も同様である。上記清掃ヘッド固定機構が、一対の
嵌合部である例としては、清掃具用柄と、清掃ヘッドの受入部に配置された、清掃具用柄
と嵌合するように形成された溝部とが挙げられる。
【０１３０】
　図１６は、本開示の別の実施形態（以下、「第３実施形態」と称する場合がある）に従
う清掃具１を説明するための図である。
　第３実施形態に従う清掃具１では、清掃ヘッド３が、ヘッド回転部材連結部としてのブ
ラケット用孔１１７を有する側面に、そしてブラケット用孔１１７の短手方向Ｓの両側部
のそれぞれに、ヘッド回転部材としてのブラケット５の離間部２０５を保持するための、
短手方向Ｓと平行に延びている溝部１９１を備えている。
【０１３１】
　また、ブラケット５は、棒状の部材から構成されているとともに、ブラケット用孔１１
７に回転可能に連結されているヘッド連結部（図示せず）と、清掃具用柄（図示せず）に
連結されている柄連結部２０３と、ヘッド連結部（図示せず）及び柄連結部２０３を離間
させている離間部２０５とを備えており、ヘッド連結部（図示せず）、柄連結部２０３、
及び離間部２０５は、単一の平面であるのブラケット仮想面（図示せず）上に配置されて
いる。
【０１３２】
　第３実施形態に従う清掃具１は、清掃ヘッド３の平面方向Ｐと、ブラケット仮想面（図
示せず）とを一致させた際に、ブラケット５の離間部２０５が、溝部１９１に保持される
ため、清掃ヘッド３の平面方向Ｐと、ブラケット仮想面（図示せず）とを一致させた状態
で固定することができる。
【０１３３】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具は、いわゆる、片手持ち、例えば、清掃
ヘッドが、１カ所のみにおいて、ヘッド回転部材連結部としてのブラケット用孔を介して
、ヘッド回転部材としてのブラケットに連結されているもの、清掃ヘッドが、１カ所のみ
において、ヘッド回転部材連結部としてのヘッド側継手部を介して、ヘッド回転部材とし
ての回転部材側継手部に連結されているもの等であることができる。
【０１３４】
　本開示の清掃具（本開示の使用）では、清掃具は、いわゆる、両手持ち、例えば、清掃
ヘッドが、複数箇所（好ましくは２カ所）において、ヘッド回転部材連結部としてのブラ
ケット用孔を介して、ヘッド回転部材としてのブラケットに連結されているもの、清掃ヘ
ッドが、複数箇所（好ましくは２カ所）において、ヘッド回転部材連結部としてのヘッド
側継手部を介して、ヘッド回転部材としての回転部材側継手部に連結されているもの等で
あることができる。
【０１３５】
　上記清掃具を片手持ちとすることにより、図１３に示されるように、清掃ヘッドの、ヘ
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る。また、上記清掃具を両手持ちとすることにより、使用者の力が、清掃ヘッドに伝わり
やすくなる。
【０１３６】
　両手持ちの清掃具としては、例えば、清掃ヘッドの側面部の２カ所に配置された、ヘッ
ド回転部材としての、２つのブラケット用孔を介して、ヘッド回転部材としてのブラケッ
トに連結されているものが挙げられる。
　本開示の清掃具（本開示の使用）が長手方向及び短手方向を有する場合には、上記２つ
のブラケット用孔は、清掃ヘッドの長手方向の両端に配置された、お互いに向かい合う２
つの側面部又は清掃ヘッドの短手方向の両端に配置された、お互いに向かい合う２つの側
面部であることができ、そして清掃ヘッドの長手方向の両端に配置された、お互いに向か
い合う２つの側面部であることが好ましい。
【０１３７】
　上記２つのブラケット用孔は、連続して一体化されていてもよく、そして分離されてい
てもよいが、単一のヘッド回転軸を有することが好ましい。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　　清掃具
　３　　清掃ヘッド
　５　　ブラケット
　７　　清掃具用柄
　３１　　清掃シート
　１１１　　清掃面
　１１３　　第１清掃面
　１１５　　第２清掃面
　１１７　　ブラケット用孔
　１１７ａ　　開口部
　１１８　　ブラケット保持部
　１１９　　第１ヘッド領域
　１２１　　第２ヘッド領域
　１２３　　挟持部
　１２５　　第１挟持部分
　１３５　　第２挟持部分
　１４５　　回転端
　１４７　　開閉端
　１５３　　おもり
　Ｐ　　平面方向
　Ｔ　　厚さ方向
　Ｌ　　長手方向
　Ｓ　　短手方向
　ＩＳ　　仮想面
　ＩＳT　　厚さ方向中心仮想面
　ＩＳB　　ブラケット仮想面
　ＲＡ1　　ヘッド回転軸
　ＲＡ2　　挟持部回転軸
　ＲＡ3　　柄回転軸
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月8日(2019.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　清掃ヘッドと、前記清掃ヘッドに回転可能に取り付けられているヘッド回転部材とを備
えている清掃具用の清掃ヘッドであって、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、前記清掃ヘッド。
【請求項２】
　前記清掃ヘッドが、前記清掃面として、前記ヘッド回転軸を間に挟んで、お互いに対向
する第１清掃面及び第２清掃面とを備えている、請求項１に記載の清掃ヘッド。
【請求項３】
　前記清掃ヘッドが、第１ヘッド領域におもりを備えることにより、前記清掃ヘッドの重
心を、第１ヘッド領域に有する、請求項１又は２に記載の清掃ヘッド。
【請求項４】
　前記おもりが、前記ヘッド回転軸と離間して且つ前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びて
いる、請求項３に記載の清掃ヘッド。
【請求項５】
　前記清掃ヘッドが、清掃シートを保持できるように構成されており、
　前記清掃ヘッドが、前記清掃シートの一方の端部及び他方の端部の少なくとも一方を挟
持する、第１挟持部分と、第２挟持部分とを有する挟持部であって、展開形態及び閉鎖形
態をとることができるように構成されているものを備えており、
　第１挟持部分及び第２挟持部分が、前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている挟持部回
転軸を有する回転端であって、第１ヘッド領域よりに配置されているものにより回転可能
に連結されているとともに、前記ヘッド回転軸に沿う方向に延びている開閉端であって、
第２ヘッド領域よりに配置されているものにより開閉可能に連結されている、
　請求項３又は４に記載の清掃ヘッド。
【請求項６】
　前記ヘッド回転部材連結部及び前記おもりが、第１挟持部分に配置されている、請求項
５に記載の清掃ヘッド。
【請求項７】
　前記清掃ヘッドが、前記厚さ方向の中心に配置された厚さ方向中心仮想面をさらに備え
、前記おもりが、前記厚さ方向中心仮想面と交差するように配置されている、請求項３～
６のいずれか一項に記載の清掃ヘッド。
【請求項８】
　清掃ヘッドと、ヘッド回転部材と、清掃具用柄とを備えている清掃具であって、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
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り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有し、
　前記ヘッド回転部材が、前記ヘッド回転部材連結部を介して前記清掃ヘッドに回転可能
に連結されており、
　前記清掃具用柄が、前記ヘッド回転部材に連結されている、
　ことを特徴とする、前記清掃具。
【請求項９】
　前記ヘッド回転部材が、単一の平面であるヘッド回転部材仮想面上に配置されている、
請求項８に記載の清掃具。
【請求項１０】
　前記清掃具が、前記清掃ヘッド及びヘッド回転部材を、前記清掃ヘッドの平面方向と、
前記ヘッド回転部材仮想面とが一致するように固定できるように構成されている、請求項
９に記載の清掃具。
【請求項１１】
　清掃シートの、前記清掃シートを保持可能な清掃ヘッドを備える清掃具への使用であっ
て、
　前記清掃ヘッドが、平面方向及び厚さ方向を備えている板状の形状を有するとともに、
前記平面方向に沿う方向に延びている清掃面と、前記平面方向に沿う方向に延びているヘ
ッド回転軸を備えているヘッド回転部材連結部とを備えており、
　前記清掃ヘッドが、前記ヘッド回転軸を通り且つ前記厚さ方向に延びている仮想面によ
り、第１ヘッド領域と、第２ヘッド領域とに区画され、
　前記清掃ヘッドが、その重心を、第１ヘッド領域に有する、
　ことを特徴とする、前記使用。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の清掃ヘッド用又は請求項８～１０のいずれか一項
に記載の清掃具用の清掃シートであって、
　前記清掃ヘッドが、前記清掃シートを保持可能なように構成されており、
　前記清掃シートが、前記清掃ヘッドに保持されるように構成されている、
　前記清掃シート。
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